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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測位を支援するセルラネットワークにおける無線デバイスのための方法であって、
　前記無線デバイスは、前記セルラネットワークの無線基地局と通信する様に構成され、
　前記方法は、
　少なくとも１つのセル識別子を検出するステップ（４１０）と、
　前記検出したセル識別子に基づきセル測定を実行するステップ（４２０）と、
　ネットワークノードが、前記無線デバイスに隣接セルリストを送信するかを決定するた
めに、前記ネットワークノードに、前記セル測定の結果と前記検出したセル識別子を送信
するステップ（４３１）と、
　測位基準信号パターンを決定するために、前記セル測定の結果に基づき、前記検出した
セル識別子か、前記ネットワークノードからの前記隣接セルリストで受信したセル識別子
の使用を決定するステップ（４３０）と、
　前記セル識別子、及び、前記セル識別子と前記測位基準信号パターンとの間の予め定義
された対応付けに基づき、測位基準信号パターンを決定するステップ（４４０）と、
　前記決定した測位基準信号パターンに基づき位置測定を実行するステップ（４５０）と
、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記測位基準信号パターンは、直交パターンの第１グループの１つであり、シフト及び
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前記第１グループ内のパターンの総数により特定される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シフトは、周波数シフト、時間シフト又はその両方である、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記直交パターンの第１グループは、パターングループの第２グループの１つであり、
　前記測位基準信号パターンは、さらに、パターングループ識別子により特定される、
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記測位基準信号パターンが正しく決定されることを確実にするために、前記位置測定
を実行するステップ（４５０）の前に、前記決定した測位基準信号パターンに対し相関を
実行するステップ（４４５）をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出したセル識別子か、前記隣接セルリストで受信したセル識別子の使用を決定す
る前記ステップ（４３０）は、
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信した場合、前記隣接セルリスト
のセル識別子を使用すると決定するステップ（４３２ａ）と、
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信しなかった場合、前記検出した
セル識別子を使用すると決定するステップ（４３２ｂ）と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信するステップ（４２５）をさら
に含み、
　前記検出したセル識別子か、前記隣接セルリストで受信したセル識別子の使用を決定す
る前記ステップ（４３０）は、
　前記セル測定の結果に含まれる基準セルの信号品質測定結果と第１の閾値を比較するス
テップ（４３３）と、
　前記信号品質測定結果が前記第１の閾値以上である場合、前記隣接セルリストで受信し
たセル識別子を使用すると決定するステップ（４３２ａ）と、
　前記信号品質測定結果が前記第１の閾値未満である場合、前記検出したセル識別子を使
用すると決定するステップ（４３２ｂ）と、
を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信するステップ（４２５）をさら
に含み、
　前記検出したセル識別子か、前記隣接セルリストで受信したセル識別子の使用を決定す
る前記ステップ（４３０）は、
　前記セル測定の結果に含まれる検出したセルの総数と第２の閾値を比較するステップ（
４３３）と、
　前記検出したセルの総数が前記第２の閾値以下である場合、前記隣接セルリストで受信
したセル識別子を使用すると決定するステップ（４３２ａ）と、
　前記検出したセルの総数が前記第２の閾値より大きい場合、前記検出したセル識別子を
使用すると決定するステップ（４３２ｂ）と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークノードからタイミング推定を受信するステップ（４２６）をさらに含
み、
　前記隣接セルリストに含まれるセル識別子を使用すると決定するステップ（４３２ａ）
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は、
　前記受信したタイミング推定に基づき、前記隣接セルリストに含まれるセル識別子を、
前記検出したセル識別子の少なくとも１つで補完するステップ（４３５）と、前記隣接セ
ルリストに含まれるセル識別子の少なくとも１つを、前記検出したセル識別子の少なくと
も１つで置換するステップ（４３６）とのいずれか、或いは、両方をさらに含む、
ことを特徴とする請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線デバイスは、ユーザ装置である、
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークノードは、無線基地局又はＥ－ＵＴＲＡＮにおいて測位機能を有する
ノードである、
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　セルラネットワークにおける測位を支援し、前記セルラネットワークの無線基地局と通
信する様に構成された無線デバイス（１５０）であって、
　セル識別子、及び、前記セル識別子と測位基準信号パターンとの間の予め定義された対
応付けに基づき、測位基準信号パターンを決定する様に構成されたパターン決定ユニット
（１５１）と、
　前記決定した測位基準信号パターンに基づき位置測定を実行する様に構成された位置測
定ユニット（１５２）と、
　少なくとも１つのセル識別子を検出する様に構成された検出ユニット（１５４）と、
　前記検出したセル識別子に基づきセル測定を実行する様に構成されたセル測定ユニット
（１５５）と、
　前記測位基準信号パターンを決定するために、前記セル測定の結果に基づき、前記検出
したセル識別子か、ネットワークノードからの隣接セルリストで受信したセル識別子の使
用を決定する様に構成された決定ユニット（１５６）と、
を備えていることを特徴とする無線デバイス。
【請求項１３】
　前記測位基準信号パターンは、直交パターンの第１グループの１つであり、シフト及び
前記第１グループ内のパターンの総数により特定される、
ことを特徴とする請求項１２に記載の無線デバイス。
【請求項１４】
　前記シフトは、周波数シフト、時間シフト又はその両方である、
ことを特徴とする請求項１３に記載の無線デバイス。
【請求項１５】
　前記直交パターンの第１グループは、パターングループの第２グループの１つであり、
　前記測位基準信号パターンは、さらに、パターングループ識別子により特定される、
ことを特徴とする請求項１３又は１４に記載の無線デバイス。
【請求項１６】
　前記測位基準信号パターンが正しく決定されることを確実にするために、前記位置測定
を実行する前に、前記決定した測位基準信号パターンに対し相関を実行する様に構成され
た相関ユニット（１５３）をさらに備えている、
ことを特徴とする請求項１２から１５のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項１７】
　前記決定ユニット（１５６）は、
　前記ネットワークノードが、前記無線デバイスに前記隣接セルリストを送信するかを決
定するために、前記ネットワークノードに、前記セル測定の結果と前記検出したセル識別
子を送信する様に構成された送信ユニット（１５７）と、
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信する様に構成された受信ユニッ
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ト（１５８）と、
をさらに備えており、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信した場合、前記隣接セルリスト
のセル識別子を使用すると決定し、
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信しなかった場合、前記検出した
セル識別子を使用すると決定する様に構成されていることを特徴とする請求項１２に記載
の無線デバイス。
【請求項１８】
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信する様に構成された受信ユニッ
ト（１５９）をさらに備えており、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、前記セル測定の結果に含まれる基準セルの信
号品質測定結果と第１の閾値を比較する様に構成された比較ユニット（１６０）を備えて
おり、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、
　前記信号品質測定結果が前記第１の閾値以上である場合、前記隣接セルリストのセル識
別子を使用すると決定し、
　前記信号品質測定結果が前記第１の閾値未満である場合、前記検出したセル識別子を使
用すると決定する様に構成されていることを特徴とする請求項１２に記載の無線デバイス
。
【請求項１９】
　前記ネットワークノードから前記隣接セルリストを受信する様に構成された受信ユニッ
ト（１５９）をさらに備えており、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、前記セル測定の結果に含まれる検出したセル
の総数と第２の閾値を比較する様に構成された比較ユニット（１６０）を備えており、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、
　前記検出したセルの総数が前記第２の閾値以下である場合、前記隣接セルリストのセル
識別子を使用すると決定し、
　前記検出したセルの総数が前記第２の閾値より大きい場合、前記検出したセル識別子を
使用すると決定する様に構成されていることを特徴とする請求項１２に記載の無線デバイ
ス。
【請求項２０】
　前記受信ユニット（１５９）は、さらに、前記ネットワークノードからタイミング推定
を受信する様に構成されており、
　前記決定ユニット（１５６）は、さらに、前記受信したタイミング推定に基づき、前記
隣接セルリストに含まれるセル識別子を、前記検出したセル識別子の少なくとも１つで補
完することと、前記隣接セルリストに含まれるセル識別子の少なくとも１つを、前記検出
したセル識別子の少なくとも１つと置換することのいずれか、或いは、両方を行う様に構
成されている、
ことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の無線デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムにおける方法及び装置、特に、セルラネットワークにおける測
位支援方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）は、ＧＳＭ（登録商標）を継承するために考案され
た第３世代移動通信技術の１つである。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ
）は、より速いデータ速度、改良された能率及びより低いコストのような改良サービスに
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関する将来要求に対処するためにＵＭＴＳ標準を改良する第３世代パートナシッププロジ
ェクト（３ＧＰＰ）内のプロジェクトである。汎用地上無線アクセスネットワーク（ＵＴ
ＲＡＮ）は、ＵＭＴＳシステムの無線アクセスネットワークであり、発展型ＵＴＲＡＮ（
Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、ＬＴＥシステムの無線アクセスネットワークである。図１に示す様
に、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、一般的に、ｅノードＢ（ｅＮＢ）と呼ぶ無線基地局（ＲＢＳ）１
００ａ乃至１００ｃに無線で接続するユーザ装置（ＵＥ）１５０を典型的に含む。ｅＮＢ
は、セル１１０ａ乃至１１０ｃと呼ぶ１つ以上のエリアを制御する。図１で、サービス提
供セル１１０ａが、ＵＥ１５０にサービスを提供する。セル１１０ｂ及びセル１１０ｃは
隣接セルである。
【０００３】
　移動ユーザによる測位は、ＵＥの空間座標の判断処理である。一度座標が利用可能にな
ると、位置は一定の場所又は所在地に対応付けできる。対応付け機能及び要求に応じた位
置情報配信は、基本的な緊急サービスに必要な位置サービスの一部である。位置の知識を
さらに活用する、或いは、位置の知識に基づき顧客にある付加価値を提供するサービスは
位置認識及び位置に基づくサービスとそれぞれ呼ばれる。ネットワークにおける無線デバ
イスの地理的位置を特定する可能性は、広く多様な商用及び非商用サービス、例えばナビ
ゲーション支援、ソーシャルネットワーキング、位置認識広告及び緊急呼を可能にした。
種々のサービスは、アプリケーションにより賦課される、異なる測位精度要求がありうる
。さらにその上、基本的な緊急サービスの測位精度に関する規制上の要求条件が幾つかの
国に存在する。
【０００４】
　無線通信ネットワークにはその精度、実装コスト、複雑性及び種々の環境における適用
性において異なる多様な測位技術が存在する。測位方法は、サテライトベース法及び地上
法に広く分類できる。グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム（ＧＮＳＳ）
は、加入者にその測位及び他の関連ナビゲーション情報の取得を可能にするサテライトナ
ビゲーションシステムの一般的な表現である。グローバル測位システム（ＧＰＳ）及び欧
州ガリレオ測位システムはＧＮＳＳの周知例である。多くの環境において、位置はＧＰＳ
ベースの測位法の使用により正確に推定できる。今日、ネットワークは、また端末受信機
感度及びＧＰＳ始動性能を改良するためＵＥを支援する可能性を有することが多い（アシ
ステッド下りリンクＧＰＳ測位、即ちＡ－ＧＰＳ）。ＧＰＳ又はＡ－ＧＰＳ受信機は、し
かし必ずしも総ての無線端末において利用可能でなく、総てのネットワークは、ＧＰＳベ
ース測位を提供又は支援する可能性はない。さらにその上、ＧＰＳベース測位は、多くの
場合、都市及び／又は室内環境で満足な性能を有しえない。従って、無線ネットワークに
実装する補完的な地上測位法の必要性がある。
【０００５】
　以下のものを含むＵＥ及び／又はＲＢＳのような無線ネットワークノードによる測定信
号によりＵＥの位置を決定する複数の地上測位法がある。
・セル識別情報ベース法、
・種々のＲＢＳにおけるネットワークベース上りリンク信号到着時間差（Ｕ－ＴＤＯＡ）
・３つ以上のサイト又は位置からのＵＥベース及びＵＥ支援信号到着観測時間差（ＯＴＤ
ＯＡ）
・フィンガプリント又はパターン整合測位法。
【０００６】
　ＯＴＤＯＡは、３つ以上の位置からのＴＤＯＡ測定結果に基づきＵＥの位置を計算する
ために多面化技術を活用する測位法である。測位を可能にするため、ＵＥは、少なくとも
３つの地理的に分散するＲＢＳの信号を検出できるべきである。これは信号が十分大きい
信号対干渉比（ＳＩＮＲ）を有する必要があることを意味する。さらにその上、信号はサ
ービス遅延要求を満たすに十分頻繁に送信する必要がある。そのようなＵＥ支援ソリュー
ションでは、サービス提供移動位置センタ（ＧＳＭ（登録商標）及びＵＭＴＳのＳＭＬＣ
、ＬＴＥの高度化ＳＭＬＣ（Ｅ－ＳＭＬＣ））は、ＵＥが報告する位置測定結果に基づき
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ＵＥの位置を計算する。Ｅ－ＳＭＬＣ１００は、（図１に図示する様に）個別ネットワー
クノードか、例えばｅＮＢの様な統合された機能である。
【０００７】
　ＯＴＤＯＡ測位は。３ＧＰＰ標準に規定するような基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定、
即ち、隣接セルのタイミングと基準セルのタイミングとの相対タイミング差を使用してい
る。幾つかのセルの測定結果を含む測位報告では、同一基準セルを総ての測定に使用する
。基準セルは、最強セルの１つであり、基準セルは時に別の隣接セルでありうるが、ＵＥ
のサービス提供セルであることが極めて多い。別の隣接セルであるのは例えばＵＥが最強
であるが過負荷セルにハンドオーバできない場合や、ＵＥが閉加入者グループ内のＵＥに
のみサービスを提供する基地局に近い場合である。
【０００８】
　下りリンクＵＥ支援ＯＴＤＯＡは、ＬＴＥのために３ＧＰＰで現在検討中であり、これ
に関してサービス要求条件を満たす測位サービスを可能にするため、可聴性の課題と取り
組む必要があることが一般に認識されている。例えば、干渉管理なく測位に同期信号（Ｓ
Ｓ）及びセル特定基準信号（ＣＲＳ）を使用すると、低いＳＩＮＲ及び／又は種々のＲＢ
Ｓからの不十分な数の強い信号による測位範囲の課題を生じることが分かった。ＣＲＳ又
はＳＳに使用するリソース要素の複数のセルでの高確率な並列送信があり、これは大きな
干渉をもたらすので、この課題は同期ネットワーク又は高データ負荷のネットワークに特
に関係する。これらの問題と取り組み、位置測定の高度化のため、新しい物理信号である
測位基準信号（ＰＲＳ）が低干渉サブフレームと組み合わせて提案されている。例えば、
サイト、セル又はサブフレームにより異なりうる予め定義されたＰＲＳパターンに従い、
ＰＲＳを下りリンクで送信する。これは、ＵＥがＰＲＳを検出でき、測位サービスに必要
な位置測定を実行するには、ＵＥは、あるセルに使用されているＰＲＳパターンを知る必
要があることを意味する。
【０００９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける測位法には、３ＧＰＰ標準で規定する様に、所謂、物理セル識
別子（ＰＣＩ）を適用できる。３ＧＰＰは５０４個の固有ＰＣＩを規定し、これらは効率
的な無線端末ＵＥの測定報告手順の支援を目的とする。ＰＣＩは、１６８個の固有ＰＣＩ
グループにグループ化され、各グループは３つの固有識別子を含む。グループ化は、各Ｐ
ＣＩが１つで、唯一のＰＣＩグループの一部である様にする。Ｎｃｅｌｌ

ＩＤ＝３Ｎ（１

）
ＩＤ＋Ｎ（２）

ＩＤとして計算されるＰＣＩは、従ってＰＣＩグループを表す０から１
６７個の範囲の数Ｎ（１）

ＩＤ及びＰＣＩグループ内のＰＣＩを表す０から２個の範囲の
数Ｎ（２）

ＩＤにより一意的に定義される。
【００１０】
　ＬＴＥで利用可能な固有ＰＣＩ数は、代表的無線ネットワークの配備において十分でな
いことが最もありうるため、再使用しなければならず、従って、利用可能固有ＰＣＩはロ
ーカルセル識別子と看做し得る。しかし、ネットワークは、一意的なグローバルセル識別
子も管理することになろう。ＰＣＩは、ネットワーク計画フェーズ、つまり、初期ネット
ワーク計画過程か、ネットワーク再計画過程か、最適化過程の何れかで計画され、初期セ
ル構成手順の一部として物理的にセルに割り当てられる。ＰＣＩと物理信号間に関係が存
在し、この関係は、ＰＣＩ計画が、例えば、初期ネットワークアクセス又はハンドオーバ
の間に実行されるセル探索のような物理レイヤ手順に強い影響を与えることを意味する。
【００１１】
　以上、説明した様に、ＬＴＥの下りリンク位置測定の候補信号は、ＳＳ、ＣＲＳ及びＰ
ＲＳである。
【００１２】
　２次同期信号（ＳＳＳ）：１次同期信号（ＰＳＳ）に先行するこれらの信号は、指示さ
れたサブフレームの第１のタイムスロットの最後から２番目のＯＦＤＭ（直交周波数分割
多重）シンボルのサブフレーム０から５において、僅か６２のリソース要素で、即ち割り
当てられた帯域幅中央の６つ未満の物理リソースブロック（ＰＲＢ）で送信される。ＰＣ
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ＩとＳＳ間の対応付けは３ＧＰＰ標準に記載されている。良好なセル検出性能を保証する
ために、ＰＣＩは、ＰＳＳ及びＳＳＳにそれぞれ利用可能な３及び１６８個の一意なシー
ケンスを利用して、隣接セルに共通の同一ＰＳＳ及び２つのＳＳＳショート符号の何れか
を回避する様に計画しなければならない。ＬＴＥではパターンは常に同じであるので、Ｓ
ＳシーケンスとＰＣＩ間の対応付けは存在するが、ＳＳ送信パターンとＰＣＩ間には対応
付けは存在しない。しかし、短いシーケンス、頻繁でない送信及び狭い送信帯域幅による
（例えばＣＲＳと比較して）、良くない相互相関特性の故に、ＳＳＳは位置測定の最適候
補ではない。
【００１３】
　セル特定基準信号（ＣＲＳ）：これらの信号は、各サブフレームのリソース要素におい
て、全帯域幅で送信される。６つまでの周波数シフトが可能であり、これはＰＣＩの関数
として、ｋ＝６ｍ＋（ｖ＋ｖｓｈｉｆｔ）ｍｏｄ　６、ここでｖ＝{０，３，６}（非特許
文献１に記載）であり、ｖｓｈｉｆｔ＝Ｎｃｅｌｌ

ＩＤｍｏｄ　６である。これは、実際
には１つ及び２つ（又は４つ）の送信アンテナに対しそれぞれ６つ及び３つの周波数の再
使用に相当する。時間（４つのアンテナポートがある場合）及び周波数で異なるシフトを
適用して本質的に同じパターンを使用するので、ＣＲＳ送信パターンは従って所与のＰＣ
Ｉについて読み出し可能である。
【００１４】
　測位基準信号（ＰＲＳ）：上述の如く、ＰＲＳは、標準化された物理信号（例えばＳＳ
Ｓ及びＣＲＳ）の送信パターンと異なる送信パターンを持つ新たに提案された物理信号で
ある。隣接セルの競合リソース要素における干渉を最小にするためのセル間ＰＲＳパター
ンの慎重な計画は、測位性能に非常に重要である。ＰＲＳパターンは一般に３つのグルー
プにグループ化できる。
・通常パターン－通常パターンの例を図２（ａ）に示す
・ランダムパターン
・ラテン方格、コスタス（Costas）配列及びモジュラソナーシーケンスに基づくパターン
。９ｘ９コスタス配列の例を図２（ｂ）に示す。
【００１５】
　一般にパターンセットが所与であれば、パターンは１つ以上のリソース要素において任
意の他グループの少なくとも１つのパターンと重複するが、グループ内の全パターンが互
いに直交する様にパターンのグループ化が可能であるべきである。ランダム（疑似ランダ
ム）パターンにより考えることができる不利な点は、大きなパターンテーブルが必要であ
りうることであり、これは、信号オーバヘッドと、ＲＢＳ及びＵＥの複雑性を増加させる
ので、ＰＲＳのためには好ましくない。
【００１６】
　ＵＥの移動性は、アイドルモード移動性（セル再選択による）と、接続モード移動性（
ハンドオーバによる）を含む。セル再選択は、ネットワークの直接干渉のない主にＵＥの
自律機能である。しかし、アイドルモード移動性シナリオにおけるＵＥの動作は、ある程
度、同報システムパラメータ及び性能仕様により制御される。他方、ハンドオーバは、明
確なＵＥ特定コマンド及び性能仕様を通じてネットワークにより完全に制御される。アイ
ドル及び接続モードにおいて、移動性の決定は、同種の下りリンク隣接セル測定結果に主
として基づく。例えばＥ－ＵＴＲＡＮでは、（サービス提供及び隣接セルについて測定す
る）以下の下りリンク隣接セル測定を主として移動性のために規定する。
・セル特定信号強度計量法である基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）
・ＲＳＲＰ／キャリアＲＳＳＩ（受信信号強度指標）に対応するセル特定信号品質計量法
である基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）。ＲＳＳＩは干渉ソースを含む全ソースからＵＥが
受信する総電力であり、これはＲＳＲＱもまた干渉を考慮することを意味する。
【００１７】
　ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱは、ＵＥが経験する無線状態を示す。サービス提供セルからのＲ
ＳＲＰの比較的低い報告値は、例えば、ＵＥがサービス提供基地局から遠いことを示すこ
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とになろう。
【００１８】
　隣接セルリスト（ＮＣＬ）は、例えば、隣接セルのセル特定情報及び隣接セルの物理セ
ル識別子（ＰＣＩ）を含む。ＮＣＬは、典型的に移動のために作成する。例えばＵＴＲＡ
Ｎでは、ＮＣＬは、各ＮＢにアップロードされ、ＮＣＬに含まれるセル識別子は、移動に
関する決定を支援する様に考慮される。ＮＣＬの欠点は、セル計画の変更がまたＮＣＬに
影響するので、ＮＣＬを最新に保つのに多大の作業を要することである。
【００１９】
　ＬＴＥでは、ＮＣＬは移動に必須ではない。ＵＥはその代わりセル探索手順の過程でセ
ル識別子を機械的に検出する。しかしながら、ＬＴＥの既存測位ソリューションでは、セ
ルで使用するＰＲＳパターンに関する情報は、ＮＣＬ形式でＵＥに通知される。測位のた
めの類似ソリューションがＵＴＲＡＮに存在する。しかしながらＮＣＬは誤りがちであり
、既に説明した様に、動的管理及び更新にコストを要する。位置測定に適切なセル識別子
を有するＮＣＬの作成は、最適リストがセルにおけるＵＥの位置に依存しうるため、複雑
なタスクである。さらにその上、移動のために作成するＮＣＬは、位置測定を種々のサイ
トに位置するセルにおいて行うことが重要であるため、測位にあまり適さない。それ故、
移動及び測位のためのＮＣＬを互換的に使用することは推奨されない。それ故、測位のた
めＵＥに通知するＮＣＬがあるとはいえ、ＵＥは移動のために付加的セルリストを作成す
る必要がありうる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は上に述べた幾つかの課題及び不利な点に取り組み、ＵＥへの隣接セルリ
スト（ＮＣＬ）通知の必要なしに、予め定義された対応付けに基づき、セルで使用する測
位基準信号（ＰＲＳ）パターンを、ＵＥが決定することを可能にすることである。本目的
及びその他の目的は、独立請求項による方法及びデバイスと、従属請求項による実施形態
により達成される。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の実施形態の基本的考え方は、ＰＲＳパターンをセル識別子に対応させる標準化
されたテーブル形式のルックアップテーブル又は予め定義した対応付けテーブルを導入す
ることである。さらにその上、ＵＥは、複数のセル識別子を機械的に検出し、自律的又は
ネットワークの支援を使用して、対応付けテーブルからＰＲＳパターンの読み出しと位置
測定の実行に、検出セルを使用できるかをセルの測定に基づき決定する。
【００２３】
　本発明の第１の態様によると、測位を支援するセルラネットワークにおける無線デバイ
スのための方法が提供される。無線デバイスは、セルラネットワークの無線基地局と通信
する様に構成される。本方法は、セル識別子と、セル識別子と測位基準信号パターン間の
予め定義された対応付けに基づき、測位基準信号パターンを決定するステップを含む。本
方法は、また、決定した測位基準信号パターンに基づき位置測定を実行するステップを含
む。
【００２４】
　本発明の第２の態様によると、セルラネットワークの無線デバイスにおける位置測定を
支援するセルラネットワークにおけるネットワークノードでの方法が提供される。本方法
は、少なくとも１つの測定セルのセル測定結果及び測定セルの識別子を無線デバイスから
受信するステップと、受信したセル測定結果及び測定セルの識別子に基づき、位置測定の
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ためのセル識別子を含む隣接セルリストを無線デバイスに送信するかを決定するステップ
を含む。
【００２５】
　本発明の第３の態様によると、無線デバイスが提供される。無線デバイスは、セルラネ
ットワークにおける測位を支援し、セルラネットワークの無線基地局と通信する様に構成
される。無線デバイスは、セル識別子及びセル識別子と測位基準信号パターン間の予め定
義された対応付けに基づき、測位基準信号パターンを決定する様に構成されたパターン決
定ユニットを含む。さらにその上、無線デバイスは、決定した測位基準信号パターンに基
づき位置測定を実行する様に構成された位置測定ユニットを備えている。
【００２６】
　本発明の第４の態様によると、ネットワークノードが提供される。ネットワークノード
はセルラネットワークにおいて使用され、セルラネットワークの無線デバイスにおける位
置測定を支援する様に構成される。ネットワークノードは少なくとも１つの測定セルの測
定結果及び前記測定セルの識別子を無線デバイスから受信する様に構成される受信ユニッ
トを含む。ネットワークノードはまた、受信セル測定結果及び前記測定セルの識別子に基
づき、位置測定のためのセル識別子を含む隣接セルリストを無線デバイスに送信するかを
決定する様に構成された決定ユニットを含む。
【００２７】
　本発明の実施形態の利点は、実施形態がより簡単で、より一貫性のあるセル計画、ＵＥ
及びＲＢＳの複雑性の軽減、さらに、位置測定の実行にＵＥがＮＣＬを常に必要としない
ので、支援データに関するより少ない通信オーバヘッドを可能にすることである。
【００２８】
　本発明の実施形態のさらなる利点は、必要な場合にのみＮＣＬを使用し、位置測定品質
を高めることである。隣接セルとして規定されるものが、セル内のＵＥの位置に依存しう
るので、ＮＣＬは、誤りを含むことが多い。
【００２９】
　本発明の実施形態のなお別の利点は、位置測定がネットワークからの完全に更新された
ＮＣＬに依存しないので、ＮＣＬを維持するための労力の量が軽減することである。上述
した様に、最適ＮＣＬの作成及び維持は、かなりの労力と後戻り通信を含む。
【００３０】
　本発明の他の目的、利点及び新しい特徴は、添付する図面と共に考察する本発明の以下
の詳細な説明から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明が実装され得る従来のＬＴＥシステムの一部の概略図。
【図２】ＰＲＳについて考慮した２つのパターン例であって、（ａ）は通常パターン例で
あり、（ｂ）は９ｘ９コスタス配列に基づくパターン例を示す図。
【図３】ＰＲＳパターン例（ａ）であり、（ｂ）は周波数シフトを、（ｃ）は時間シフト
を示す図。
【図４ａ】本発明の実施形態による無線デバイスでの方法のフローチャート。
【図４ｂ】本発明の実施形態による無線デバイスでの方法のフローチャート。
【図４ｃ】本発明の実施形態による無線デバイスでの方法のフローチャート。
【図４ｄ】本発明の実施形態による無線デバイスでの方法のフローチャート。
【図４ｅ】本発明の実施形態による無線デバイスでの方法のフローチャート。
【図５ａ】本発明の実施形態によるネットワークノードでの方法のフローチャート。
【図５ｂ】本発明の実施形態によるネットワークノードでの方法のフローチャート。
【図６ａ】本発明の実施形態によるネットワークノード及び無線デバイスの概略図。
【図６ｂ】本発明の実施形態によるネットワークノード及び無線デバイスの概略図。
【図６ｃ】本発明の実施形態によるネットワークノード及び無線デバイスの概略図。
【発明を実施するための形態】
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【００３２】
　以下では、ある実施形態及び添付図面を基準して、本発明をさらに詳細に説明すること
にする。説明のためであり、限定するためでなく、特定のシナリオ、技術などのような特
定の詳細を公にし、本発明の完全な理解に供する。しかしながら、当業者には本発明がこ
れら特定の詳細とは別の他実施形態において実施できることは明らかであろう。
【００３３】
　その上、当業者は以下に本明細書で説明する機能及び手段はプログラムされたマイクロ
プロセッサ又は汎用コンピュータと共に機能するソフトウェアを使用し、及び／又はアプ
リケーション専用集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実装できることを理解しよう。本発明
を方法及びデバイスの形式で主として説明するが、本発明はまたコンピュータプログラム
並びにコンピュータプロセッサ及びプロセッサに結合するメモリを含むシステムにおいて
も実施でき、メモリは本明細書で開示する機能を実行できる１つ以上のプログラムにより
符号化することもまた理解されよう。
【００３４】
　本発明は、特定のシナリオ例の基準により説明される。詳細には、本発明の実施形態は
Ｅ－ＵＴＲＡＮに関する非限定的な汎用コンテキストにおいて説明する。とはいえ留意す
べきは、本発明及びその例示的実施形態はまたＷｉＭＡＸ、ＣＤＭＡ２０００、無線ＬＡ
Ｎ、ＬＴＥ-ＡのようなＬＴＥエボリューションといった、測位を支援する他のタイプの
無線アクセスネットワークにも適用できることである。
【００３５】
　本発明の実施形態では、ＵＥ、小規模基地局、リレイ又はリピータのような無線デバイ
スへのセル識別子の通知にＮＣＬを使用することに関する問題を、セル識別子とＰＲＳパ
ターン間の予め定義された対応付けの使用により、あるセルのＰＲＳパターンを決定する
ソリューションにより取り扱う。さらにその上、ＵＥは、複数のセル識別子を機械的に検
出し、ＰＲＳパターンの読み出しと、位置測定の実行に検出セルを使用できるかをセルの
測定に基づき決定する。
【００３６】
　例えば物理レイヤセル識別子（ＰＣＩ）からＰＲＳパターンを決定する可能性は、余分
な通信オーバヘッドなくＰＲＳ検出を可能にし、一貫性のある測位サービス計画と、総合
的なネットワーク及び最適化努力を妥当なレベルで維持するための通常のセル計画を可能
にする非常に望ましい特徴である。これは可能な限り多くの側面で自己最適化及び自己構
成化であることを意味するネットワークでは特に重要である。
【００３７】
　本発明の一実施形態では、予め定義されたＰＣＩとＰＲＳの対応付けが、無線デバイス
によるＰＲＳパターンの決定に使用され、ＰＲＳパターンは、その後、位置測定の実行に
使用される。ＰＣＩとＰＲＳパターン間の対応付けに関連する２つの主な側面がある。第
１の側面は、予め定義されたＰＣＩとＰＲＳの対応付けテーブルの原理に関係し、第２の
側面は、予め定義されたＰＣＩとＰＲＳの対応付けテーブルからのＰＲＳパターンの決定
に関係する。
【００３８】
　ＰＲＳパターンのセル識別子(即ちＰＣＩ)への対応付け及び予め定義された対応付け、
つまり、ルックアップテーブルの作成のための種々の原理を以下で述べる。まず、一般的
原理を説明することにし、ＰＲＳパターンを、それぞれＮ２パターンを持つＮ１グループ
にグループ化できるものとする。ここで、
ＰＰＩ（１）∈{０、．．．、Ｎ１－１}はＰＲＳパターングループ識別子であり、
ＰＰＩ（２）∈{０、．．．、Ｎ２－１}はＰＲＳパターングループ内のＰＲＳパターン識
別子であり、Ｎ２はグループ内のＰＲＳパターン数である。
【００３９】
　Ｘ（ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２））は、グループ内部識別子ＰＰＩ（２）を持つグルー
プＰＰＩ（１）のパターンであり、パターンはサイズＭｘＫのマトリックスである。
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【００４０】
　各グループ内で、総てのパターンが互いに直交であると想定するのは妥当である。コス
タス配列に基づくパターンの様に、総てのパターンは、例えば、周波数シフト又は時間シ
フトでありうる。各グループは、従って、以下の３つの独立変数セットにより特定される
。
１．例えばコスタス配列でありうるグループ基準パターン。
２．シフト、例えば周波数シフトに対応する垂直シフト（ｖ＿ｓｈｉｆｔ）又は時間シフ
トに対応する水平シフト（ｈ＿ｓｈｉｆｔ）。
３．Ｎ２で示されるグループ内パターン数（グループが周波数シフトにより生成されるの
であれば、Ｎ２≦Ｍであり、グループが時間シフトにより生成されるのであればＮ２≦Ｋ
）。
【００４１】
　Ｘを、例えば、ＰＲＳリソース要素に対応する１と、例えばＰＲＳ送信の無いリソース
要素に対応する０と、を有するＭｘＫバイナリマトリックスであるものとする。ｖ＿ｓｈ
ｉｆｔ＊ＰＰＩ（２）によるＸの周波数シフトは、マトリックス演算Ｄ（ｖ＿ｓｈｉｆｔ
＊ＰＰＩ（２）、Ｍ）＊Ｘであり、ここで、Ｄ（ｖ＿ｓｈｉｆｔ＊ＰＰＩ（２）、Ｍ）は
、２つの対角線、対角線（ｖ＿ｓｈｉｆｔ＊ＰＰＩ（２））　ｍｏｄ　Ｍと、対角線－（
Ｍ－ｖ＿ｓｈｉｆｔ＊ＰＰＩ（２））　ｍｏｄ　Ｍとに沿って１であるＭｘＭマトリック
スである。グループ基準マトリックスＸｒｅｆ（ＰＰＩ（１））が与えられると、生じる
パターンＸは、以下の式により表される。
Ｘ（ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２））＝Ｄ（ｖ＿ｓｈｉｆｔ＊ＰＰＩ（２）、Ｍ）＊Ｘｒｅ

ｆ（ＰＰＩ（１））
【００４２】
　同様に、時間シフトをグループ内に適用する場合、生じるパターンＸは、以下の式によ
り表される。
　Ｘ（ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２））＝Ｘｒｅｆ（ＰＰＩ（１））＊Ｄ（ｈ＿ｓｈｉｆｔ
＊ＰＰＩ（２）、Ｋ）
【００４３】
　ＰＣＩとＰＰＩ間の１つの可能な関連は、ＰＰＩ（１）＝下限（ＰＣＩ／Ｋ）及びＰＰ
Ｉ（２）＝ＰＣＩ　ｍｏｄ　Ｋである。複数の周波数で動作するシステムでは、ネットワ
ーク計画を簡単にするために、同じＰＰＩを位置共有サイトにおいて異なる周波数で再使
用できる。
【００４４】
　以上の一般的記述から出発して、予め定義されたテーブル対応付けの種々の例示的実施
形態が可能である。幾つかの特定の例ＡからＤを以下に説明する。
【００４５】
　Ａ．直交パターンの単一グループに基づく予め定義されたテーブル
本発明の一実施形態では、直交ＰＲＳパターンの唯１つのグループ、つまり、即ちＮ１＝
１がある。従って、ＰＲＳパターンは、上述した様に、Ｎ２で示されるグループ内のパタ
ーン識別子ＰＰＩ（２）、シフトステップ及びパターン数によってのみ特定される。シフ
トは、例えば、周波数シフト、時間シフト又は両方の組み合わせでありうる。この場合、
ただ１つの基準パターンのみを保存する必要がある。ＰＣＩとＰＰＩ（２）間の１つの可
能な関連は、ＰＰＩ（２）＝ＰＣＩ　ｍｏｄ　Ｎ２である。
【００４６】
　Ｂ．独立グループ基準パターンに基づく予め定義されたテーブル
　更なる実施形態では、グループ基準パターンは互いに独立であり、互いに直交であって
もよく、またなくてもよい。例では、そのようなグループ基準パターンは、種々のコスタ
ス配列に基づくことができる。この場合、Ｍパターンを保存する必要があろう。
【００４７】
　Ｃ．共通基準パターンに基づく予め定義されたテーブル
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　別の実施形態では、総てのグループに共通の基準パターンが存在し、従って、グループ
基準パターンは、共通基準パターン及び測位パターングループ識別子ＰＰＩ（１）の関数
として導出できる。例えば、周波数シフトを使用して、各グループ内のパターンを生成す
れば、共通基準パターンに関する水平時間シフトを使用して、グループ基準パターンを生
成でき、その逆も可能である。ただ１つのパターン（共通基準）を保存する必要があり、
その他は導出できる。共通基準パターンＸｒｅｆに関する基準グループパターンの時間シ
フトは、Ｘｒｅｆ（ＰＰＩ（１））＝Ｘｒｅｆ＊Ｄ（ｈ＿ｓｈｉｆｔ＊ＰＰＩ（１）、Ｋ
）として公式化できる。簡単な例を図３に示し、ここで、（ａ）及び（ｂ）は、同じ測位
パターングループ（つまり、同じＰＰＩ（１）を持つ）に属し、（ｃ）は異なる測位パタ
ーングループに属す。（ａ）のパターンは、グループ基準パターン（ＰＰＩ（１）＝０、
ＰＰＩ（２）＝０）を示す。（ｂ）のパターンは、シフトステップｖ＿ｓｈｉｆｔ＝１、
ＰＰＩ（１）＝０、ＰＰＩ（２）＝１で周波数シフトした（ａ）のグループ基準パターン
であり、従って（ａ）と同じ測位パターングループに属す（つまり、同じＰＰＩ（１）を
持つ）。（ｃ）のパターンは、シフトステップｈ＿ｓｈｉｆｔ＝２、ＰＰＩ（１）＝１、
ＰＰＩ（２）＝０で時間シフトした（ａ）のグループ基準パターンであり、従って（ｂ）
のパターンとは異なるグループに属す。
【００４８】
　Ｄ．サブセルグループパターンに基づく予め定義されたテーブル
　幾つかの可能な配置シナリオでは、数本の空間的に分散したアンテナをセルと関連付け
ることができる。データ通信の場合、アンテナ間を区別する必要はなく、むしろ種々のア
ンテナから受信する結合信号を受信機で利用する必要があろう。測位のためには、個別位
置からの受信信号が非常に重要であるが、各アンテナサイトについての特定が必要である
。Ｌを、予備識別子の数とし、ＰＰＩ∈{０、．．．、Ｌ－１}により示されるサブセル識
別子セット（上記例で、各サブセル識別子は遠隔アンテナと関連付けされている）と、サ
ブセルに予約されたパターンセットＳが与えられると、サブセルＰＰＳＩ（ＰＲＳパター
ンサブセル識別子）のＰＲＳパターン、例えばＳ（ＰＰＳＩ）を見つけることができる。
一実施形態では、サブセルのパターンセットは、直交パターングループ（例えば周波数シ
フト）であり、セットは、関連付けられたセルの関数として導出でき、例えばサブセルパ
ターンはＳ(ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２）、ＰＰＳＩ)でありえる。例で、基準グループパ
ターンが、個別コスタス配列に基づき、周波数シフトを各グループ内で適用すれば、水平
シフト(時間シフト)を、サブセルパターンセットを生成するために適用でき、つまり、Ｍ
パターンのみを蓄積する必要があり、通常セル及びサブセルの双方のための、総ての他の
パターンは、与えられたＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２）及びＰＰＳＩから以下の様に導出で
きる。
Ｘ(ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２）、ＰＰＳＩ)＝
Ｘ（ＰＰＩ（１）、ＰＰＩ（２））＊Ｄ（ｈ＿ｓｈｉｆｔ＿ｓｕｂｓｅｔ＊ＰＰＳＩ、Ｋ
）
ここで、ＰＰＳＩ＝０の場合、Ｄ（ｈ＿ｓｈｉｆｔ＿ｓｕｂｓｅｔ＊ＰＰＳＩ）は単位マ
トリックスであり、関連するセルパターンをサブセルで使用することになろう。
【００４９】
　ＰＲＳパターンのセル識別子への対応付けに使用する、予め定義された対応付けテーブ
ル（つまり、上述した任意の代替実施形態)に拘わらず、ＵＥはセルで使用するＰＲＳパ
ターンを決定できるべきである。よって、本発明の一実施形態では、ＵＥは、まずセルの
セル識別子を機械的に検出する。一度セル識別子が見つかると、ＵＥは、予め定義された
対応付けテーブルを使用して、見つけたセルで使用するＰＲＳパターンを特定できる。Ｕ
ＥがＰＲＳパターンを正しく判断したことを保証するために、ＵＥは、一実施形態におい
て、ＰＲＳパターンの相関を実行できる。一度ＵＥがＰＲＳに使用されている送信パター
ンを知ると、ＵＥは、信号チェックに選択されるリソース要素を知り、ＵＥはこれらリソ
ース要素に対して相関を実行できる。相関の結果が一定の閾値を上回れば、ＵＥはパター
ンが正しく、正しい信号を検出したと想定すべきである。そうでなければ、ＵＥは信号を
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検出できず、その理由は誤ったパターンを決定したことにあると想定すべきである。
【００５０】
　その上さらに、ＵＥは同じ手順を使用して、他の検出セルで使用するＰＲＳパターンを
決定できる。最後に、ＵＥは決定したＰＲＳパターンを使用して、必要な位置測定、例え
ば種々のセルからの信号到着観測時間差の測定を実行することになろう。位置測定結果は
、その後、無線基地局又は特定Ｅ－ＳＭＬＣノードといった、測位機能を有するネットワ
ークノードに報告され、ネットワークノードでは、報告されたＯＴＤＯＡ測定結果に基づ
きＵＥの位置を決定する。この実施形態では、ＮＣＬはＵＥに通知されない。しかしなが
ら、ＵＥが機械的に検出するセルは、常に位置測定の要求条件を満たさないかもしれない
。
【００５１】
　それ故、本発明の実施形態は、予め定義された対応付けテーブル、機械的に検出したセ
ルのリスト、及び、ネットワークが通知し、隣接セルの識別子を含む隣接セルリスト（Ｎ
ＣＬ）の組み合わせを使用し、ある条件下のＰＲＳパターンを決定する。以下に４つの代
替実施形態を説明する。
【００５２】
　１．信号品質に基づく隣接セルリスト（ＮＣＬ）のイベントでトリガされる使用／通知
　第１の実施形態では、ＵＥはセル識別子を機械的に検出し、利用可能な予め定義された
対応付けテーブルからＰＲＳパターンを見つける。ＵＥはまた、検出したセル識別子のセ
ル測定、例えば、ＬＴＥのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ測定のような信号品質測定を実行し、測
定結果及び／又はイベントをネットワークに報告する。これらの測定結果は、従来、通常
の移動のために実行する。報告される測定結果及び／又はイベントに応じて、サービス提
供無線ネットワークノード（つまり、サービス提供セル）は、ＮＣＬを含む支援データを
ＵＥに送信するか否かを決定する。例えば、サービス提供セルから（或いは、基準セルが
サービス提供セルとは別のセルであれば、ＲＳＴＤの測定に使用する基準セルから）の測
定ＲＳＲＰが第１の閾値より大きければ、これは、ＵＥがサービス提供ｅＮＢに近いこと
を意味し、サービス提供セルは、ＮＣＬを含む支援データをＵＥに送信し、種々の位置／
ｅＮＢサイトにおける十分な数のセルの検出を容易にする。他方、サービス提供セルのＲ
ＳＲＰが十分弱い（第１の閾値未満）場合、サービス提供セルは、支援データ／ＮＣＬを
ＵＥに送信しないであろう。代わりに、ネットワークは、ＵＥが位置測定（例えばＯＴＤ
ＯＡ）の実行に十分なセルの機械的検出ができると想定する。
【００５３】
　２．報告セル数に基づく隣接セルリスト（ＮＣＬ）のイベントでトリガされる使用／通
知
　第２の実施形態では、サービス提供ネットワークノード（即ちサービス提供セル）によ
る、ＮＣＬを含む支援データをＵＥに送信するか否かの決定は、ＵＥが検出する（特に異
なる位置／サイトに属す）セルの総数に基づく。例えば、機械的検出に基づく隣接セルの
報告数が第２の閾値（例えばただ２つの検出隣接セル）未満である場合、サービス提供セ
ルは、ＮＣＬを含む支援データをＵＥに送信し、ＵＥの位置の正確な判断に必要な数のセ
ルの検出を容易にする。検出セルの数に関する情報は、ＵＥが報告する隣接セルのイベン
ト／測定結果に基づき、サービス提供セルが取得できる。別の可能な実施形態は、ネット
ワークが十分なセルからＵＥの位置測定結果報告（例えばＯＴＤＯＡ測定結果）を受信し
なければ、ネットワークは、ＮＣＬを含む支援データをＵＥに送信し、ＵＥがより多くの
セルを検出するのを支援する。要するに、検出セル数が第２の閾値を上回れば（例えば閾
値が３であれば４又は５）、ＵＥは予め定義された対応付けテーブル及び検出セルを使用
して、ＰＲＳパターンを導出し、そうでなければ、つまり、検出セル数が第２の閾値以下
であれば、ＵＥは通知されたＮＣＬを使用して、対応するＰＲＳパターンを見つける。
【００５４】
　３．信号品質と報告セル数の組み合わせに基づく隣接セルリスト（ＮＣＬ）のイベント
でトリガされる使用／通知
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　第３の実施形態によれば、ネットワークは、ＵＥが報告する信号品質及びセル数の双方
に基づきＮＣＬのＵＥへの通知を決定する。例えば、（機械的検出に基づく）検出セル数
が第２の閾値を上回り、かつ、サービス提供セルで測定する信号品質(例えばＲＳＲＰ)が
第１の閾値を下回れば、ＵＥは予め定義された対応付けテーブル及び検出セルを使用して
、ＰＲＳパターンを導出する。この場合、ネットワークはＮＣＬをＵＥに通知しない。そ
うではなく、検出セル数が第２の閾値を下回り、サービス提供セルからの測定された信号
品質(例えばＲＳＲＰ)が第１の閾値を上回れば、ＵＥは通知されたＮＣＬを使用して、セ
ル及び対応ＰＲＳパターンを見つける。これは両条件を満たす場合、ネットワークがＮＣ
ＬをＵＥに通知することを意味する。この第３の実施形態は、２つの以前に説明した実施
形態の組み合わせである。これら３つ（上述した第１、第２及び第３）の実施形態で使用
される第１及び第２の閾値（つまり、セル数、信号品質など）は、例えば、規格で予め定
義されているかもしれない。
【００５５】
　４．ＵＥが自律的に決定する隣接セルリストの使用
　この第４の実施形態によれば、ＵＥの無線状態（例えば、信号品質）及び検出セル数に
拘わらず、ネットワークは常にＮＣＬをＵＥに通知する。しかしながら、ＵＥはＰＲＳパ
ターンを導出するための検出セルの使用時期と、ＮＣＬ使用時期を自律的、選択的に決定
する。ＮＣＬの使用は、第１、第２及び第３の実施形態で説明した様に、一定の条件、例
えば検出セルの総数及びサービス提供／基準セルからの信号品質（例えばＲＳＲＰ）レベ
ルを満たすか否かによる。これらの測定結果は、機械的に検出したセルに対して実行する
セル測定結果の一部である。
【００５６】
　第４の実施形態の一例で、（機械的検出に基づく）検出セル数は、第２の閾値を上回る
（例えば４又は５）。よって、ＵＥは機械的に検出したセルリストと、予め定義された対
応付けテーブルを使用してＰＲＳパターンを導出する。さもなければ、つまり、検出セル
が第２の閾値以下であれば、ＵＥはネットワークが通知し、ＵＥで既に利用可能であるＮ
ＣＬを使用する。
【００５７】
　第４の実施形態の第２の例で、サービス提供セルからの測定した信号品質（例えばＲＳ
ＲＰ）が第１の閾値を下回れば、ＵＥはＰＲＳパターンの導出に検出セルリスト及び予め
定義された対応付けテーブルを使用する。さもなければ、つまり、信号品質が閾値以上で
あれば、ＵＥはネットワークが通知するＮＣＬを使用する。
【００５８】
　第４の実施形態の第３の例で、検出セル数が第２の閾値を上回り、及び／又は、サービ
ス提供セルからの測定信号品質（例えばＲＳＲＰ）が第１の閾値を下回れば、ＵＥはＰＲ
Ｓパターンの導出に機械的に検出したセルリストと、予め定義された対応付けテーブルを
使用する。そうではなく、例えば検出セル数が第２の閾値以下であり、サービス提供セル
からの測定信号品質（例えばＲＳＲＰ）が第１の閾値以上であれば、ＵＥは通知されたＮ
ＣＬを使用して、対応するＰＲＳパターンを見つける。閾値（即ちセル数、信号品質など
の閾値）は、第４の実施形態のこれらの例において、ＵＥの実装に依存するか、規格で予
め定義されるか、ネットワークがＵＥに通知する。
【００５９】
　この第４の実施形態と以前に説明した３つの実施形態の主な相違は、ＮＣＬを常にＵＥ
に通知することと、ＰＲＳパターンの導出のためのＮＣＬ又は検出セルの使用に関する決
定を、ＵＥが独立して行うことである。しかし、上記閾値をネットワークが通知すれば、
ＵＥの動作はある程度ネットワークにより制御される。
【００６０】
　上記第４の実施形態と組み合わせることができる本発明の第５の実施形態では、ネット
ワークから受信するＮＣＬは、例えば、ＮＣＬの一部ではない検出セル識別子の追加によ
り改良しうる。別の可能性は、ＮＣＬのセル識別子を検出セル識別子により置換すること
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である。ＮＣＬに加えて又は受信ＮＣＬの幾つかのセルに代えて、ＵＥが検出セルの使用
を決定する場合の判断基準は、ＵＥがＮＣＬで受信するセルの品質より良い品質を検出セ
ルが有すると信じることである。本決定は、例えば、予測ＲＳＴＤパラメータ又は送信機
への推定距離、つまり、遅延のようなタイミング推定に頼ることができる。予測ＲＳＴＤ
は、ネットワークにより通知される支援データに含まれ、推定距離は、例えば、基準セル
の推定タイミング（又は距離）に対応する基準セルの予測ＲＳＴＤから導出しうる。隣接
セルの推定タイミング（又は距離）は、従って、予測ＲＳＴＤと基準セルの推定タイミン
グ間の相違であり得る。
【００６１】
　ＵＥにＮＣＬを送信するか否かをネットワークノードが決定する場合、上記第１、第２
、又は第３の実施形態の１つと組み合わせることができる第６の実施形態では、ネットワ
ークノードは、ＵＥからの測定結果報告において受信する機械的に検出したセルリストに
基づきＮＣＬを改良することができる。検出セルは、あるＵＥから受信しうるが、その情
報に基づいて改良するのは、ほぼ同一エリアの別のＵＥのＮＣＬでありうることに留意す
べきである。ネットワークノードは、支援データを集積するデータベースと、特に隣接セ
ルリストを管理し、よってセル測定結果の受信により、データベースを更新する。ネット
ワークノードは、検出セルのセル測定結果と、測定セル識別子リストを受信し、測定セル
識別子リストをＮＣＬセル識別子と比較する。セル識別子リスト、即ちＮＣＬの一部では
ない測定セル識別子間の相違に基づき、ネットワークノードは、支援データの集積及び測
位する無線デバイスのＮＣＬの作成に使用するデータベースを更新できる。この更新され
たデータベースは、その後、支援データの集積及びＮＣＬの作成と、現行とは別の測位法
に使用しうる。データベースは、代替実施形態では無線ネットワーク計画及び／又はリソ
ース管理に使用しうる。
【００６２】
　第５の実施形態によると、ネットワークノードは、支援データを集積するデータベース
及び特に隣接セルリストを管理し、従って少なくとも位置測定結果及び対応する隣接セル
リストを含む測定結果報告を受信すると、データベースを更新する。
【００６３】
　図４ａは、本発明の一実施形態による無線デバイスにおける方法のフローチャートであ
る。無線デバイスは、一実施形態においてＵＥでありうる。無線デバイスは、あるいは、
小規模ＲＢＳ、リレイ又はリピータでありうる。フローチャートに示す本方法は以下を含
む。
【００６４】
　ステップ４４０：セル識別子及びセル識別子とＰＲＳパターン間の予め定義された対応
付けに基づきＰＲＳパターンを決定する。予め定義された対応付けは、テーブル内に見出
すことができ、上述した任意の対応付けの原理を適用しうる。一実施形態では、１つの単
一直交ＰＲＳパターングループがあり、パターンは水平周波数シフト及びグループ内のパ
ターン総数に基づき特定される。代替実施形態では、シフトは、恐らく周波数シフトと組
み合わせられる時間シフトでありうる。さらに別の実施形態では、複数の直交パターング
ループがあり、グループ内のパターン識別子は、パターングループ識別子により補完され
る。
【００６５】
　ステップ４５０：決定したＰＲＳパターンに基づき位置測定を実行する。位置測定結果
は、その後、測位に責を負うネットワークノードに送信されうる。
【００６６】
　図４ｂは、ステップ４５０における位置測定の実行前に、ＰＲＳパターンを正しく決定
することを保証するために、図４ａに関して記述した方法のフローチャートに対し、決定
されたＰＲＳパターンに対して実行する相関ステップ４４５を加えた方法のフローチャー
トである。
【００６７】
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　図４ｃは、本発明の他の実施形態による無線デバイスにおける方法のフローチャートで
ある。これらの実施形態では、本方法は以下を含む。
【００６８】
　ステップ４１０：少なくとも１つのセル識別子を検出する。ＵＥはセル探索手順におい
て行う様に隣接セル及びその識別子の機械的検出を行いうる。
【００６９】
　ステップ４２０：検出したセル識別子のそれぞれについてセルの測定を実行する。セル
の測定は例えば信号強度及び品質の測定である。
【００７０】
　ステップ４３０：セル測定結果に基づき、検出したセル識別子又はネットワークから受
信するＮＣＬにおける他のセル識別子を、ＰＲＳパターンを決定するために使用するかを
決定する。これはセル測定結果のネットワークへの送信により行うことができ、上記第１
、第２及び第３の実施形態において使用するセルリストをネットワークに制御させるか、
第４の実施形態で説明する様に決定をＵＥにおいて自律的に行うかの何れかでありうる。
【００７１】
　ステップ４４０：ステップ４３０の結果と、セル識別子とＰＲＳパターン間の予め定義
された対応付けに応じて、検出したセル識別子又はＮＣＬリストからのセル識別子の何れ
かに基づきＰＲＳパターンを決定。
【００７２】
　ステップ４５０：決定したＰＲＳパターンに基づき位置測定を実行する。
【００７３】
　図４ｄは、上記本発明の第１、第２又は第３の実施形態による無線デバイスにおける方
法のフローチャートである。これらの実施形態では、方法のステップ４３０は以下を含む
。
【００７４】
　ステップ４３１：検出セル及び検出セル識別子のセル測定結果は、測位に責任を負うネ
ットワークノードに送信される。測位に責任を負うネットワークノードは、Ｅ－ＳＭＬＣ
又はＥ－ＵＴＲＡＮのｅＮＢのような測位機能を有するノードでありうる。これは、ネッ
トワークノードがＮＣＬのＵＥに送信するか否かを決定するために行う。
【００７５】
　ステップ４３２：ＮＣＬをネットワークノードから受信する場合、ＵＥは、隣接セルリ
ストのセル識別子の使用を決定し（４３２ａ）、ＮＣＬをネットワークノードから受信し
ない場合、検出セル識別子の使用を決定する（４３２ｂ）。
【００７６】
　図４ｅは、上記本発明の第４の実施形態による無線デバイスにおける方法のフローチャ
ートである。この実施形態において、ＵＥは、ステップ４１０でセル識別子を検出し、既
に説明した様に、ステップ４２０でこれらのセルについてセル測定を実行する。さらにそ
の上、ＵＥは、ステップ４２５で常にネットワークからＮＣＬを受信することになろう。
この第４の実施形態では、方法のステップ４３０は以下を含む。
【００７７】
　ステップ４３３：検出セル総数を閾値と比較。検出セルの総数は、セル測定結果に含ま
れる。代替実施形態では、代わりに第１の閾値と比較されるのは、上述した様に基準セル
からの信号品質や、両者の組み合わせである。
【００７８】
　ステップ４３２：検出セル総数が第２の閾値以下であれば、ステップ４３２ａでＮＣＬ
のセル識別子の使用を決定し、そうでなければステップ４３２ｂで検出セル識別子の使用
を決定する。
【００７９】
　図４ｅの無線デバイスにおける方法のフローチャートは、上記第５の実施形態によれば
、ネットワークノードからタイミング推定を受信するステップ４２６を含む。この実施形
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態で、ステップ４３２ａで隣接セルリストに含まれるセル識別子の使用を決定すると、本
方法は、さらに、受信タイミング推定に基づき、ステップ４３５で少なくとも１つの検出
セル識別子を有する隣接セルリストに含まれるセル識別子を補完するステップ、及び／又
は、ステップ４３６で少なくとも１つの検出セル識別子を有する隣接セルリストに含まれ
る少なくとも１つのセル識別子を置換するステップを含む。
【００８０】
　図５ａは、上記第１、第２又は第３の実施形態によるネットワークノードにおける方法
のフローチャートである。ネットワークノードは、一実施形態において、ＵＥのような無
線デバイスと通信するＥ－ＳＭＬＣのような測位ノードでありうる。ネットワークノード
は、あるいはまた測位機能を含むＲＢＳでありうる。フローチャートに示す本方法は以下
を含む。
【００８１】
　ステップ５１０：無線デバイスから１つ以上の測定セルのセル測定結果及び測定セルの
識別子を受信する。無線デバイスは、複数のセル識別子を機械的に検出しており、これを
セル測定結果報告と共にネットワークノードに送信する。
【００８２】
　ステップ５２０：受信したセル測定結果及び測定セルの識別子に基づき、位置測定のた
めのセル識別子を含むＮＣＬを無線デバイスに送信するかを決定する。一実施形態で、基
準セルの信号品質測定結果が第１の閾値以上である場合、ネットワークノードは、ＮＣＬ
の送信を決定する。代替実施形態で、測定セルの識別子の総数が第２の閾値以下である場
合、ネットワークノードは、ＮＣＬの送信を決定する。さらに別の代替実施形態で、基準
セルの信号品質の測定結果が第１の閾値以上であり、測定セルの識別子の総数が第２の閾
値以下である場合、ネットワークノードはＮＣＬの送信を決定する。
【００８３】
　図５ｂは、上記第６の実施形態によるネットワークノードにおける方法のフローチャー
トである。フローチャートに示す本方法は、図５ａの方法に加えて以下を含む。
【００８４】
　ステップ５３０：前に支援データで送信したＮＣＬに含まれるセル識別子と測定セル識
別子を比較する。
【００８５】
　ステップ５４０：比較結果に基づきＮＣＬにないセル識別子を特定する。
【００８６】
　ステップ５５０：特定したセル識別子により支援データのデータベースを更新する。デ
ータベースは、他の位置測定、無線ネットワーク計画及び／又はリソース管理のための支
援データの集積に使用できる。
【００８７】
　本発明の実施形態による無線デバイス１５０を、一実施形態であるＵＥとして図６ａに
概略的に示す。無線デバイス１５０は、セルラネットワークにおける測位を支援し、セル
ラネットワークの無線基地局と通信する様に構成される。無線デバイスは、セル識別子及
びセル識別子と測位基準信号パターン間の予め定義された対応付けに基づきＰＲＳパター
ンを決定する様に構成されたパターン決定ユニット１５１と、決定したＰＲＳパターンに
基づき位置測定を実行する様に構成された位置測定ユニット１５２を備えている。ＰＲＳ
パターンは、第１の直交パターングループの１つでありえ、シフト及び第１のグループの
パターン総数により特定される。シフトは、周波数シフト及び／又は時間シフトでありう
る。一実施形態において、この単一の第１のＰＲＳパターングループのみがあるが、代替
実施形態では、既に説明した様に、第１のパターングループは第２のパターングループの
１つであり、ここでＰＲＳパターンは、それぞれＮ２パターンを持つＮ１グループにグル
ープ化できると想定している。第１のグループは、パターングループ、即ちＮ２パターン
の１つのパターングループである。第２のグループは、パターングループのグループであ
り、即ちＮ１グループである。この場合、ＰＲＳパターンは、さらにパターングループ識
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別子（Ｎ１グループの１つ）により特定される。無線デバイス１５０は、一実施形態にお
いて、位置測定の実行前にＰＲＳパターンを正しく決定することを保証するために、決定
したＰＲＳパターンの相関を実行する様にする相関ユニット１５３を含む。
【００８８】
　本発明の第１、第２、第３及び第６の実施形態による、ネットワークノード６００及び
無線デバイス１５０を図６ｂに概略的に示す。図６ａで説明したパターン決定ユニット１
５１及び位置測定ユニット１５２に加えて、無線デバイス１５０は、さらに、少なくとも
１つのセル識別子を検出する様に構成された検出ユニット１５４と、検出したセル識別子
に基づきセル測定を実行する様に構成されたセル測定ユニット１５５を備えている。その
上さらに、無線デバイス１５０は、ＰＲＳパターンを決定するために、検出セル識別子又
はネットワークノードから受信するＮＣＬのセル識別子を使用するかを決定する様に構成
された決定ユニット１５６を備えている。決定ユニット１５６は、さらに、セル測定結果
及び検出セル識別子をネットワークノードに送信する様に構成された送信ユニット１５７
と、ネットワークノードからＮＣＬを受信する様に構成された受信ユニット１５８と、を
備えている。その上さらに、決定ユニット１５６は、ネットワークノードからＮＣＬを受
信した場合、ＮＣＬのセル識別子を使用し、ＮＣＬを受信しない場合、検出セル識別子を
使用することを決定する様に構成される。
【００８９】
　測位機能を持つＲＢＳ又はＥ－ＵＴＲＡＮのＥ－ＳＭＬＣのような特定の測位ノードで
ありうるネットワークノード６００は、セルラネットワークにおいて使用され、ＵＥ、小
規模ＲＢＳ又はリピータのような無線デバイス１５０における位置測定を支援する様に構
成される。ネットワークノード６００は、無線デバイス１５０から少なくとも１つの測定
セルの測定結果及び測定セルの識別子を受信する様に構成された受信ユニット６０１を備
えている。ネットワークノード６００は、また、測定セルの受信識別子及びセル測定結果
に基づき、位置測定のためのセル識別子を含むＮＣＬを無線デバイス１５０に送信するか
を決定する様に構成された決定ユニット６０２を備えている。決定ユニット６０２は、さ
らに、測定結果と共に受信する信号品質の測定結果が第１の閾値以上である場合、ＮＣＬ
の送信を決定する様に構成できる。あるいは、決定ユニット６０２は、さらに、測定セル
の総数が第２の閾値以下である場合、ＮＣＬの送信を決定する様に構成できる。上記第６
の実施形態によれば、ネットワークノード６００は、さらに、ＮＣＬに含まれるセル識別
子と測定セルの識別子を比較する様に構成された比較ユニット６０３と、比較結果に基づ
きＮＣＬにないセル識別子を特定する様に構成された特定ユニット６０４とを備えている
。ネットワークノード６００は、また、特定するセルの識別子により支援データのデータ
ベース６０６を更新する様に構成されたデータベース更新ユニット６０５を備えている。
他の位置測定、無線ネットワーク計画及び／又はリソース管理のための支援データの集積
に更新データベース６０６からのデータを使用できる。
【００９０】
　上記本発明の第４及び第５の実施形態による無線デバイス１５０をまた図６ｃに概略的
に示す。図６ａ及び図６ｂにより説明したパターン決定ユニット１５１、位置測定ユニッ
ト１５２、検出ユニット１５４及びセル測定ユニット１５５に加えて、無線デバイス１５
０は、さらに、ネットワークノードからＮＣＬを受信する様に構成された受信ユニット１
５９を備えている。さらにその上、決定ユニット１５６は、第１の閾値と基準セルの信号
品質測定結果、第２の閾値と検出セル総数、或いは、その両方を比較する様に構成された
比較ユニット１６０を備えている。信号品質測定結果及び検出セル総数は、セル測定結果
に含まれる。決定ユニット１５６は、さらに信号品質測定結果が第１の閾値以上であれば
ＮＣＬのセル識別子を使用し、信号品質測定結果が第１の閾値未満であれば、検出セル識
別子を使用することを決定する様に構成される。あるいは、決定ユニット１５６は、さら
に、検出セル総数が第２の閾値以下であればＮＣＬのセル識別子を使用し、検出セル総数
が第２の閾値より大きければ、検出セル識別子を使用することを決定する様に構成される
。実施形態の組み合わせも可能である。上記第５の実施形態によれば、受信ユニット１５
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９は、さらに、ネットワークノードからタイミング推定を受信する様に構成され、決定ユ
ニット１５６は、さらに、受信タイミング推定に基づき、少なくとも１つの検出セル識別
子を有するＮＣＬに含まれるセル識別子を補完し、及び／又は、少なくとも１つの検出セ
ル識別子を有するＮＣＬに含まれる少なくとも１つのセル識別子を置換する様に構成され
た補完ユニット１６１を備えている。
【００９１】
　上述した実施形態はただ例として示すに過ぎず、本発明を限定するものではない。添付
する特許請求の範囲で主張する様に本発明の範囲内の他のソリューション、使用法、目的
及び機能は当業者には明らかである筈である。
【００９２】
略語
３ＧＰＰ　　　　第３世代パートナシッププロジェクト
Ａ－ＧＰＳ　　　アシステッドＧＰＳ
ＡＳＩＣ　　　　アプリケーション専用集積回路
ＣＲＳ　　　　　セル特定基準信号
ｅＮｏｄｅＢ　　発展型ノードＢ
Ｅ－ＳＭＬＣ　　高度化ＳＭＬＣ
Ｅ－ＵＴＲＡＮ　発展型ＵＴＲＡＮ
ＧＮＳＳ　　　　グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム
ＧＰＳ　　　　　グローバル測位システム
ＬＴＥ　　　　　ロングタームエボリューション
ＮＣＬ　　　　　隣接セルリスト
ＯＦＤＭ　　　　直交周波数分割多重化
ＯＴＤＯＡ　　　到着観測時間差
ＰＣＩ　　　　　物理セル識別子
ＰＰＩ　　　　　ＰＲＳパターン識別子
ＰＰＳＩ　　　　ＰＲＳパターンサブセル識別子
ＰＲＳ　　　　　測位基準信号
ＰＳＳ　　　　　プライマリ同期信号
ＲＢＳ　　　　　無線基地局
ＲＳＲＰ　　　　基準シンボル受信電力
ＲＳＲＱ　　　　基準シンボル受信品質
ＲＳＴＤ　　　　基準信号時間差
ＳＩＮＲ　　　　信号対干渉比
ＳＭＬＣ　　　　サービス提供移動位置センタ
ＳＳ　　　　　　同期信号
ＳＳＳ　　　　　セカンダリ同期信号
ＵＥ　　　　　　ユーザ装置
ＵＭＴＳ　　　　汎用移動通信システム
Ｕ－ＴＤＯＡ　　上りリンク到着時間差
ＵＴＲＡＮ　　　汎用地上無線アクセスネットワーク



(20) JP 5571783 B2 2014.8.13

【図１】 【図２】

【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図４ｄ】



(21) JP 5571783 B2 2014.8.13

【図４ｅ】 【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６ａ】 【図６ｂ】



(22) JP 5571783 B2 2014.8.13

【図６ｃ】



(23) JP 5571783 B2 2014.8.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  カズミ，　ムハンマド
            スウェーデン国　ブロンマ　エス－１６７　３９，　スバルトヴィクススリンガン　１１０
(72)発明者  リンドフ，　ベングト
            スウェーデン国　ビェルド　エス－２３７　３５，　エレスンドスヴェーゲン　５
(72)発明者  ミュラー，　ウォルター
            スウェーデン国　ウップランズ　ヴェスビュ　エス－１９４　６２，　フギンヴェーゲン　７
(72)発明者  シオミナ，　イアナ
            スウェーデン国　ソルナ　エス－１７０　６６，　ディー４１，　メステル　シモンズ　ヴェグ　
            ２０

    審査官  深田　高義

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００３／１２５０４４（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平１１－２７５６４２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｓ　　　５／０６　　　　
              Ｇ０１Ｓ　　　５／０２　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　６４／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

